
 

インフルエンザと診断された場合は、欠席扱いにはなりません（出席停止） 

病院でインフルエンザと診断を受けた場合には、必ず学校に連絡をしてください。 

また、出席停止期間を終えて登校するときには「登校届」を必ず提出してください。 

（登校届けの提出がないと出席停止扱いに出来ません。） 


